
墓地使用の手続き 

１ 墓石等の建立・刻印・撤去 

 

許可を受けた区画にお墓を建てるときや、墓石に名前を刻印するとき等は、事前に「工作物

の設置申請書」を提出してください。また、作業が終了したときは速やかに、工作物の設置

等が完了したことを報告してください。 

  

必要な書類 

（１）お墓を建立、建て直しする場合 

    ① 「吹田市有墓地工作物の設置等申請書」 

    ② 仕様書（工事をする場合）  

    ③ 図面 

    ④ 建立前と建立後の写真 

  

（２）お墓や霊標に名前を刻印する場合 

    ① 「吹田市有墓地工作物の設置等申請書」 

    ② 彫刻名の彫刻図 

    ③ 刻印前と刻印後の写真 

     

（３）お墓を撤去する場合 

   ① 「吹田市有墓地工作物の設置等申請書」 

    ② 撤去前と撤去前の写真  

    

 

 ※ 撤去するときは、「改葬（ご遺骨を移動する）P１０」、「返還（不要になった墓地

を返す P1２」も合わせてご覧ください。 

 

 

 

 

－２－ 

 

 

 

 



 

吹田市有墓地工作物の設置等申請書 

 

 

令和 3年 4 月 1 日 

 

吹 田 市 長 あて 

 

 

申請者 本 籍 大阪府吹田市泉町 1丁目 3番 

住 所 大阪府吹田市泉町 1丁目 3番 40号 

氏 名   吹田 一郎 

         電 話 ０６－６３８４－１２３１ 

 

 

次のとおり墓地の工作物等の設置を申請します。 

 

許可を受けた 

墓 地 区 画 
吹田市有 〇〇 墓地  ×××        番 

工 事 区 分 □新設   □改造   □植樹   ☑撤去 

工事着工予定年月日 令和 ３ 年 ３ 月 １０ 日 

工事完了予定年月日 令和 ３ 年 ４ 月 ２５ 日 

添 付 書 類 

□仕様書 

□図面 

☑写真 

摘     要  

 

 

－２３－ 

記入例 



                  

 

吹田市有墓地工作物の設置等申請書 
 

 

年  月  日 

 

吹 田 市 長 あて 

 

 

        申請者  本 籍 

        住 所 

        氏 名 

        電 話 

 

 

次のとおり墓地の工作物等の設置を申請します。 

 

許可を受けた 

墓 地 区 画 
吹田市有  墓地          番 

工 事 区 分 □新設   □改造   □植樹   □撤去 

工事着工予定年月日  

工事完了予定年月日  

添 付 書 類 

□仕様書 

□図面 

□写真 

摘     要  

 

 


